             　　　　　　　　　   自  主  防  災  計  画

１　目的
この計画は、地震、風水害、火災等の災害発生に備え、区・自主防災会が連携して自主的な防災組織を確立し、災害時の人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。
２　計画事項
この計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1)　防災組織の編成及び任務分担に関すること。  
(2)　防災訓練の実施に関すること。
(3)　情報の収集及び伝達に関すること。
(4)　出火防止・初期消火及び水防対策に関すること。
(5)　救出救護に関すること。
(6)　避難誘導に関すること。
(7)　給食給水に関すること。
(8)　避難所運営に関すること。
３　防災組織の編成及び任務分担
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行なうため、区長、区役員、自主防災会により下記の自主防災組織を編成する。組織詳細は別紙１とする。

                              広報班               班長          班員
      本   部                 消火・水防班         班長          班員
    本  部  長                救出・救護班         班長          班員
                    避難誘導班           班長          班員
    本  部  員                給食・給水班         班長          班員
                              避難所運営班         班長          班員
４　防災知識の啓発
区民の防災意識を高めるため、次により防災知識の啓発を行なう。
(1)　啓発事項
ア　防災組織及び防災計画に関すること。
イ　地震、火災等についての知識に関すること。
ウ　各家庭における防災上の留意事項に関すること。
エ　その他防災に関すること。
(2)　啓発方法
ア　広報紙、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布、回覧
イ　市等防災機関が開催する講演会、訓練等への参加
ウ　市等防災機関に依頼し、講演会、映画会等の開催
(3)　実施時期
区関係行事、防災週間、火災予防運動等の機会をとらえ実施する。 
５　訓練
大地震などの災害の発生に備え、消火、避難、救護、救助等を迅速かつ的確に行なうことが出来るよう、区及び自主防災会が合同で、防災危機管理課及び消防本部の協力を得て、次による訓練を随時又は区の行事にあわせて実施する。
(1)　消火器取扱訓練
(2)　煙体験訓練
(3)　コミュニティ防災資機材取扱訓練
(4)　救急講習会
(5)　普通救命講習
(6)　その他
６　情報の収集及び伝達（広報班）
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集、伝達を次により行なう。
(1)　広報班は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要とする情報を区民、防災関係機関に伝達する。
(2)　情報の収集伝達は、巡視、監視、住民通報、電話、テレビ、ラジオ、伝令等による。
７　出火防止及び初期消火（消火・水防班）
(1)　出火防止
大地震時においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出火防止の徹底を図るため、各家庭において、次の事項に重点をおいて点検整備するよう呼びかけを行なう。
ア　火気使用設備器具の点検整備及びその周辺の整理整頓状況
イ　石油類の危険物品の保管状況
ウ　消火器等消火機材の保管状況
エ　その他建築物等の危険箇所の状況
(2)　初期消火対策
地域内に火災が発生した場合、発見した者及び現場付近にいる者は、消防機関へ通報するとともに迅速に消火活動を行ない、初期の段階で消火できるようにするため、次の消火機材を有効活用する。
       街頭消火器、家庭用消火器、水バケツ等
(3)　水防対策
ア　予め危険箇所を把握し、台風、大雨時においては巡視等の監視活動を行なう。
イ　被害の発生が予測される時又は被害が発生した時は、防災関係機関に通報するとともに、土のうを作成し被害防止にあたる。
８　救出救護（救出・救護班）  
(1)　救出救護活動  
建物の到壊、落下物等により、救出、救護を要する者が生じた時は、ただちに救出救護活動を行なう。この場合、現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力するとともに、　　　　　　　　に設置されたコミュニティ防災資機材を有効活用する。
(2)　防災関係機関への出動要請
救出救護班は、防災関係機関による救出を必要とする場合は、防災関係機関の出動を要請する。
９　避難対策（避難誘導班）
地震、風水害、火災等により区民の身体、生命に危険が生じ、又は生ずる恐れがある時は、次により避難を行なう。
(1)　避難誘導の指示
市の災害対策本部より、避難情報等が発令された時、及び地域において避難する必要を認めた時は、区災害対策本部長は避難誘導班に対し、避難誘導の指示を行なう。
(2)　避難誘導
避難誘導班は、区災害対策本部長の指示により、安全な避難路を選択し、区民を避難場所に誘導する。
(3)　避難路及び避難場所
ア　避難路は、通常より点検を怠ることなく把握し、安全な避難路を確保する。
イ　避難場所は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。
10　給食、給水 (給食・給水班)
避難場所における給食及び給水は次により行なう。
(1)　給食の実施
給食給水班は、市等から配分された食料、地域内の家庭から提供を受けた食料等の配分、炊き出しなどにより給食活動を行なう。
(2)　給水の実施
給食給水班は、市等から提供された飲料水、水道等により確保した飲料水により給水活動を行なう。 
11　避難所（避難所運営班）
避難情報等が発令された時は、避難所運営班は施設の管理者とともに避難所を開設する。
ア　市及び区の災害対策本部と連絡を密にし、派遣された市職員と協力して、避難所の運営を行なう。
イ　避難所の秩序維持に努めるとともに、給食給水班等と協力し運営する。
12　附則
この計画は、令和　　年　　月　　日より施行する。 

       　　　       　自主防災組織の活動内容
	
	       平  常  時  の  活  動
	        発  災  時  の  活  動

	本




部
	                                    
・規約・年間活動計画及び予算・決算の作成や編成
・総会、役員会の開催
・各班の任務、活動の調整
・組織内の連絡網の整備
・市災害対策本部との連絡方法の確認
・防災関係機関及び地区内の学校、事業所等との折衝、協議
・災害発生時の行動マニュアルの作成
・発災時の災害対策本部の設置及びその機能に関する検討、見直し

	                                      
・地区災害対策本部の設置
・各班の活動体制の指示及び各班の調整
・住民の安全と所在の確認
・市災害対策本部との連絡
・在宅罹災者の確認
・防災関係機関との情報授受
・被害状況の把握と防災関係機関への速報
・学校や事業所等との協力
・連絡手段の確保


	広
 報 

班
	
・地域住民の防災意識の高揚に関する広報活動
・広報誌の発行、座談会、映画会等の集会の開催等
・広報活動のための他班との調整
・年間活動計画の立案
・発災時の情報収集及び伝達方法の研究

	
・出火防止、被害抑制、混乱回避、秩序維持等の広報活動
・出火状況の広報、消火活動への協力の呼びかけ
・被害状況の集計等
・避難情報等の広報



	消火・水防班
	
・災害発生時の研究とマニュアル作成
・消火訓練、水防訓練の計画立案
・防災関係機関の行なう消火訓練、水防訓練への参加
・消火、防災資機材の習熟訓練
・消火、防災資機材の点検
・土のうに使用する土の現地調達場所の   
  確認
・水害危険地域の調査
	
・初期消火活動
・消防車等の誘導
・部外者(ヤジウマ)の排除
・防災関係機関への協力
・防災関係機関への情報提供
・土のう作製等の水防活動
・スコップ等の水防資機材の調達
・河川の水位、危険箇所等の警戒



	救出・救護班
	
・班員の技術、技能の修得、習熟訓練の立案と実施
・技術習得者による班内の講習会の実施
・住民への講習会の実施
・災害時要配慮者(高齢者、障がい者等)の把握及び災害時の救出、救護の研究
・担架等の救出搬送資機材及び救急用品の整備

	
・災害時要配慮者(高齢者・障がい者等)の安全確認や支援
・仮救護所の開設
・負傷者の応急手当、搬送等の救護活動
・救急車の要請及び誘導
・防災関係機関の救護所での協力
・救出、救護活動の住民協力要請
・住民の安全確認及び本部との連絡





	
	       平  常  時  の  活  動
	        発  災  時  の  活  動

	避難誘導班
	
・避難誘導の研究とマニュアルの作成
・避難用具の整備
・避難路や集合場所、避難所の確認
・救出救護班との連携の研究
	
・組織的かつ迅速な避難誘導の実施
・安全な避難路の確定
・地区災害対策本部への報告
・災害時要配慮者(高齢者、障がい者等)の優先避難
・避難者の人数確認
・避難用具の確保


	給食・給水班
	
・給食、給水の研究及び炊き出し訓練の
  実施
・給食、給水資機材の整備
・住民の家庭内備蓄食糧及び燃料の調達方法の確認
・給食、飲料水の配分方法の研究

	
・地区の罹災者、避難者の人数や年齢等の確認及び地区災害対策本部への連絡
・炊き出しの実施
・市災害対策本部からの非常食、飲料水の受領
・非常食、飲料水の分配
・避難所運営班との協力
・ボランティアとの協力
・避難者へ炊き出し協力の要請


	避難所運営班
	
・避難所の位置及び収容人員の事前確認
・避難所運営のマニュアル作成及び訓練の実施
・避難所内の生活ルールをあらかじめ決めておく
・避難所での生活用品の研究

	
・避難所の開設及び避難所運営
・避難所施設管理者との打合せ
・避難者名簿の作成及び市災害対策本部との連絡
・地区災害対策本部との連絡
・避難所内の班編成
・トイレの作製等







